
○志摩市海外留学応援奨学金条例施行規則 

平成30年3月28日 

教育委員会規則第3号 

改正 平成31年2月22日教育委員会規則第1号 

令和3年3月18日教育委員会規則第1号 

令和3年9月30日教育委員会規則第12号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、志摩市海外留学応援奨学金条例(平成30年志摩市条例第

3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(条例第2条第2号の教育委員会が別に定める活動) 

第1条の2 条例第2条第2号の教育委員会が別に定める活動は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

(1) 外国語の学力向上、異文化交流、研究成果の交流及び歴史、海洋環境

に関する意見の交換を目的とする活動 

(2) 留学を目的とする10日間以上の渡航で、渡航期間のうち2分の1以上の

日数をホームステイ等(渡航先における学生寮への寄宿も含む。)により

滞在するもの 

(条例第3条の教育委員会規則で定める者) 

第2条 条例第3条の教育委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 親がなく、親に代わるべき者が条例第5条の規定による出願をしよう

とする日前1年以上市内に住所を有する者 

(2) 親及び親に代わるべき者がなく、本人が条例第5条の規定による出願

をしようとする日前1年以上市内に住所を有する者 

(留学奨学生の出願) 

第3条 留学奨学生に志願する者は、志摩市留学奨学生願書兼留学奨学金給

付申請書(様式第1号。以下「願書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、



志摩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならな

い。 

(1) 留学奨学生推薦書(様式第2号) 

(2) 志願する者が属する世帯全員分の市税に滞納がないことの証明書(特

別奨学生のうち市内に住所を有しない者の子が出願する場合に限る。) 

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類 

2 前項の規定による願書等の提出方法等は、教育委員会が別に定める。 

(選考委員会の職務) 

第4条 条例第6条に規定する留学奨学生選考委員会(以下「選考委員会」とい

う。)は、教育委員会の諮問に応じて、留学奨学生となるべき者の選考のた

めに審査し、これを教育委員会に答申する。 

(組織) 

第5条 選考委員会は、委員9人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 市内中学校長 

(2) 市内公立高校教員 

(3) 教育委員会の委員 

(4) 市国際交流担当課長 

(5) 市地域活性化担当課長 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要と認めた者 

(委任の任期) 

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。 

2 委員は、前条第2項第1号から第5号までに掲げる委員としての委嘱又は任

命を受けるべき地位を失ったときは、前項の規定にかかわらず委員の職を

失う。 

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 



第7条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。 

(会議) 

第8条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

(選考委員会の庶務) 

第9条 選考委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理す

る。 

(一般奨学生の選考方法) 

第10条 一般奨学生の選考は、次のとおり行う。この場合において、教育委

員会は、別に定める選考基準により選考委員会の審査に付するものとする。 

(1) 書類審査 

(2) 面接審査 

2 前項第1号の書類審査は、第3条の規定により提出された願書等により行

う。 

3 第1項第2号の面接審査は、書類審査の合格者に対して行う。 

4 選考委員会は、第1項の規定による審査の結果、留学奨学生となるべき者

を教育委員会に答申する。 

(留学奨学生及び留学奨学金の給付の決定) 

第11条 教育委員会は、前条第4項の答申に基づき、毎年度予算の範囲内に

おいて留学奨学生及び留学奨学金の給付を決定し、志摩市留学奨学生決定



通知書兼留学奨学金給付決定通知書(様式第3号)により、当該留学奨学生に

通知する。 

(留学奨学金の変更給付申請) 

第12条 留学奨学生は、前条の規定による通知を受けた後、同条の規定によ

り決定した留学奨学金の額に変更が生じた場合は、留学奨学金変更給付申

請書(様式第4号)に当該変更が生じた理由を明記し、教育委員会に提出しな

ければならない。 

(留学奨学金の変更給付決定) 

第13条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、留学奨学金

の額に変更が生じた理由を審査し、留学奨学金の額を変更すべきものと認

めたときは、当該年度の予算の範囲内で留学奨学金の変更を決定し、留学

奨学金変更決定通知書(様式第5号)により、当該留学奨学生に通知する。 

(留学奨学金の請求) 

第14条 第11条の規定による通知を受けた留学奨学生は、志摩市海外留学応

援奨学金請求書(様式第6号)により留学奨学金を請求するものとする。 

2 前項の規定による請求を行った留学奨学生は、当該請求後に第12条の規

定による留学奨学金の変更給付申請を行い、前条の規定により変更給付決

定されたときは、前項の規定により既に請求した留学奨学金の額と同条の

規定により変更給付決定された変更後の留学奨学金の額との差額を志摩市

海外留学応援奨学金請求書(様式第6号)により請求するものとする。 

(留学の体験等の報告) 

第15条 条例第8条の規定による留学の体験等の報告は、2,000字以上の報告

書によるものとし、帰国後1月以内に教育委員会に提出するものとする。 

(実績の報告) 

第16条 留学奨学生は、前条の規定による報告のほか、志摩市海外留学応援

奨学金実績報告書(様式第7号)を教育委員会に提出し、留学奨学金に係る実

績報告を行うものとする。 



(その他) 

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則(平成31年2月22日教育委員会規則第1号) 

この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年3月18日教育委員会規則第1号) 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年9月30日教育委員会規則第12号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様

式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第1号(第3条関係) 

様式第2号(第3条関係) 

様式第3号(第11条関係) 

様式第4号(第12条関係) 

様式第5号(第13条関係) 

様式第6号(第14条関係) 

様式第7号(第16条関係) 

 


